
　再生作業総コスト(10a当たり)

2万円以上 6万円未満

(10ａ当たり)労 務 費

材 料 費

機械経費

県単独助成金

県助成金
1万円又は2万円定額

1/2 相当分
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自己保全水田の･･･再生工事 を支援 します。 
◆◆あきた型食料自給力向上対策事業・農地有効活用促進支援事業◆◆ 

 

○…生産調整に協力してきた「自己保全管理水田」に作付けを再開するには、どう

しても経費がかかります。でも、それを支援する制度があります。再生工事費が

10ａ当たり2万円以上の場合、県や国の支援が受けられるのです。 

対象は、国の「水田利活用自給力向上事業」に向けた水田の再生作業で、３年以

上耕作することが必要です。作付けは、主食用米以外のものでなければなりません。 

この助成措置は、23年度までの２ヵ年事業です。 

 

例 1 

10ａ当たりの再生工事費が 

2万円以上6万円未満の場合 
 

【県単独の支援】 

障害物の除去､深耕､整地等の支援(取り組み初年度のみ) 

▼再生費用２～4万円には･･･1万円 

▼再生費用4～6万円には･･･2万円 

＊所有者本人が再生作業をする場合でも対象に 

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

*自己労力、自己所有機械を総コストに積み上げカウント可能。 

 

◇◇◇ 裏面につづきます ◇◇◇ 



　再生作業総コスト(10a当たり) 国の交付単価と
6万円 又は 10万円以上

1/2 相当分
国交付金

3万円又は5万円定額
重機使用は1/2補助

県助成金
1.5万円又は2.5万円

県のかさあげ
(10ａ当たり)

1/4 相当分

材 料 費

機械経費

労 務 費

                   例 2 

10ａ当たりの再生工事費が 

6万円以上の場合 
 

【国(再生利用交付金)＋県の支援】 

障害物の除去､深耕､整地等の支援(取り組み初年度のみ) 

 

 

 

▼再生費用 6～10万円には･･･4万5千円 

▼再生費用10万円以上には･･･7万5千円 

▼重機使用は･･･1/2補助プラス2万5千円 
 

【注】 国の制度では､所有者本人が再生作業 

をする場合は､支援の対象になりません。  *自己労力、自己所有機械を総コストに積み上げカウント可能。 

 

お問い合わせ…八峰町地域耕作放棄地対策協議会（農業委員会内 76-4611） 

 

 

八 峰 町 農 地 賃 借 料 情 報 
 

○…平成21年1月から12月までに締結（公告）された賃貸借の、10ａ当たりの賃借料 
水準は次のとおりです。廃止された標準小作料に代わる参考としてご利用ください。 

 
１ 田（水稲）の部 

締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 

基盤整備地域 13,822円 25,000円 6,250円 306 
峰浜地区 

未 整 備 地 域 12,306円 18,750円 8,097円 196 

基盤整備地域 9,197円 12,500円 5,000円  97 
八森地区 

未 整 備 地 域 8,350円 12,500円 4,276円 169 

八 峰 町 全 域 11,519円 25,000円 4,276円 768 

                            ＊ 玄米１俵（60kg）相当額＝12,500円で計算    

    ２ 畑（普通畑）の部 

締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 

峰  浜  地  区 5,000円 5,000円 5,000円 15 

八  森  地  区     0 

八 峰 町 全 域 5,000円 5,000円 5,000円 15 

 

◇◇◇ 八峰町農業委員会 ◇◇◇ 
（76―4611) 


